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子どもと高齢者を始めとする歩行者の安全の確保

◎信号無視による横断、斜め横断、車両等の直前直後の

横断、横断禁止場所での横断は大変危険です。歩行

者も交通ルールを守りましょう。

◎運転者は子どもや高齢者を見かけたら、飛び出し等があ

るかもしれないという意識と「思いやり・ゆずり合い」の

気持ちを持って運転をしましょう。

夕暮れ時と夜間の交通事故防止および飲酒運転等の根絶

◎夕暮れ時や夜間に外出する時は、自動車から見えることを意識して反

射材用品の活用や明るい色の服を着用しましょう。

◎運転者は薄暗くなったら、早めに前照灯を点けましょう。

◎飲酒運転は犯罪であることを認識して、少しでもお酒を口にしたら運

転は絶対にやめましょう。また、「ハンドルキーパー運動」を活用し

ましょう。翌日運転する予定がある場合は、深酒や夜遅くまでの飲酒

はやめましょう。

自転車等のヘルメット着用と交通ルール遵守の徹底

◎「自転車は車の仲間」であることを認識し、交通ルー

ルを守りましょう。自転車乗車中の交通事故による重

傷化率の高さを理解し、全ての自転車利用者はヘル

メットを着用しましょう。

横断歩道利用者ファースト運動の推進（滋賀県重点）

◎横断歩道は歩行者優先です。横断歩道付近では安全確認を！ 歩行者

は横断歩道を利用し、左右の確認と横断する意思表示を示しましょう。

※ 9月 30日 (土 )は「交通事故死ゼロを目指す日」



❶ 絶 対 に 道 路 上 を 不 用 意 に 歩 き 回 ら な い ！
※車外へ避難中や事故当事者同士の話し合い中、路

肩で修理中などに跳ねられる事故が多発していま

す。

❷ 後 続 車 に 合 図 す る ！
※後続車の運転手が気づいているとは限りません。

速やかに、ハザードランプ、発炎筒、停止表示

器材等により後続車に知らせましょう。

❸ 安 全 な 場 所 に 避 難 す る ！
※車内は安全地帯ではありません。運転者も同乗者

も全員が通行車両に十分注意し、すみやかに安全

な場所に避難してください。

❹ 避 難 し て か ら 通 報 す る ！
※１１０番・非常電話（本線上は１㎞、トンネル内

は２００ｍおきに設置）又は、道路緊急ダイヤル

（＃９９１０）から通報してください。

S A ・ P A 内 で の 歩 行 者 の 安 全 の 確 保
高速道路のパーキングエリア・サービスエリア内では、トラック、バ

ス、乗用車等が頻繁に出入りすることから必然的にエリア内を通行する

歩行者も多くなります。秋の行楽シーズンには、家族連れも多く見られ

子供や高齢者が駐車車両の間を危なげに行き来する状況は、信号や横断

歩道に守られている一般道の歩行者に比べ非常に危

険な状態にあります。エリア内の通路には信号も横

断歩道もありません。飛び出しの危険性が絶えず待

ち受けていることを常に予測して、歩行者事故の防

止に努めてください。


